
12 沖縄の米軍基地問題に関する主な国会決議・閣議決定 

（１）非核兵器ならびに沖縄米軍基地縮小に関する決議 

（昭和 46 年 11 月 24 日 衆議院本会議） 

一 政府は、核兵器を持たず、作らず、持ち込まさずの非核三原則を遵守するとともに、沖縄返還時に適切なる手段をもつて、

核が沖縄に存在しないこと、ならびに返還後も核を持ち込ませないことを明らかにする措置をとるべきである。 

 

一 政府は、沖縄米軍基地についてすみやかな将来の縮小整理の措置をとるべきである。 

 

（２）沖縄米軍基地問題協議会の設置について 

平成７年 11 月 17 日 

閣議決定 

１．沖縄県に所在する「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」第６条に基づく施設及び区域に係る諸

問題に関し協議することを目的として、沖縄米軍基地問題協議会（以下「協議会」という。）を当分の間、設ける。 

 

２．協議会の構成員は、外務大臣、内閣官房長官、防衛庁長官及び沖縄県知事とする。 

協議会には、必要に応じ構成員以外の国務大臣等の出席を求めることができる。 

 

３．協議会は、内閣官房長官が主宰する。 

 

４．協議会に幹事会を置く。幹事会の構成員は、内閣官房副長官（事務）、内閣官房内閣外政審議室長、外務省北米局長、防

衛庁防衛局長及び防衛施設庁長官並びに沖縄県副知事及び沖縄県政策調整監とする。 

幹事会は、内閣官房副長官（事務）が主宰する。内閣官房副長官（事務）は、必要に応じ、構成員以外の関係行政機関の

職員の出席を求めることができる。 

 

５．協議会の庶務は、内閣官房において処理する。 

 

６．その他協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

 

（３）沖縄県における米軍の施設・区域に関連する問題の解決促進について 

平成８年４月 16 日 

閣議決定 

１．日米両国政府は、我が国に所在する米軍の施設及び区域の多くが沖縄県に集中していることに留意し、これに関連する諸

問題の検討を行うため、昨年 11 月、日米安全保障協議委員会の下に沖縄における施設及び区域に関する特別行動委員会を設

置した。両国政府は、爾来、日米安全保障条約の目的達成との調和を図りつつ、これら施設及び区域に係る問題の改善及び

その整理・統合・縮小を実効的に進めるための方策について、真剣かつ精力的に検討を行ってきた。 

昨 15 日に開催された日米安全保障協議委員会において、特別行動委員会から、これまでの検討で得られた進展をまとめる

ものとして中間報告が行われ、了承された。 

 

２．特別行動委員会においては、引き続き検討が重ねられ、今秋までに施設及び区域の整理・統合・縮小についての具体的措

置を含む最終的なとりまとめを行い、日米安全保障協議委員会に報告することとされている。 

政府としては、こうした検討を一層促進するとともに、特別行動委員会でとりまとめられる具体的措置の的確かつ迅速な

実施を確保するための方策について、法制面及び経費面を含め総合的な観点から早急に検討を行い、十分かつ適切な措置を

講ずることとする。 

 

３．政府としては、日米安全保障条約を堅持するとの立場に立って、必要な施設及び区域の提供という同条約上の義務を履行

するために引き続き所要の措置をとっていくこととする。また、我が国周辺地域において我が国の平和と安全に重要な影響

を与えるような事態に対処するため、憲法及び関係法令に従い、日米の効果的な協力態勢の構築に務めるとともに、あわせ

て地域的な多国間の安全保障に関する対話・協力のために日米両国が緊密な協力を積極的に進める。 

 

（４）沖縄問題についての内閣総理大臣談話 

平成８年９月 10 日 

閣議決定 

私は、過ぐる大戦において沖縄県民が受けられた大きな犠牲と、沖縄県勢の実情、そして今日まで沖縄県民が耐えてこられ

た苦しみと負担の大きさを思うとき、私たちの努力が十分なものであったかについて謙虚に省みるとともに、沖縄の痛みを国

民全体で分かち合うことがいかに大切であるかを痛感いたしております。 

また、地位協定の見直し及び米軍基地の整理・縮小を求める今回の県民投票に込められた沖縄県民の願いを厳粛に受けとめ

ております。 

日米安全保障条約は、日本の安全のみならず、アジア・太平洋地域の平和と安全を維持していく上で、極めて重要な枠組み

であります。米軍の施設・区域はその中心的な役割を果たすものであり、その安定的使用を確保することが重要であると認識

しております。 

政府としては、普天間基地の返還・移設や県道 104 号線越え実弾射撃訓練の本土移転などの諸課題について、米国と協議を

進めるとともに、各地域住民の御理解と御協力を得ながら、その解決に向けて全力を尽くしてまいります。 

さらに米軍施設・区域の 75％が沖縄県に集中し、住民の生活環境や地域振興に大きな影響を及ぼしている現状を踏まえ、引

き続き米国との間で米軍の施設・区域の整理・統合・縮小を推進するとともに、地位協定上の課題について見直しを行い、一

つ一つその改善に努力してまいる考えであります。 



私は、今年４月のクリントン米大統領との共同宣言で明らかにしたように、今後とも、アジア情勢の安定のための外交努力

を行うとともに、米軍の兵力構成を含む軍事態勢について、継続的に米国と協議してまいります。 

豊かな自然環境や伝統、文化を生かしつつ、県土構造の再編、産業経済の振興及び生活基盤の整備等を進め、平和で活力に

満ち、潤いのある地域の実現を目指した「21 世紀・沖縄のグランドデザイン」は、沖縄県がその願いを込めた構想であると承

知いたしております。 

政府としては、この構想を踏まえ、通信、空港、港湾の整備と国際経済交流、文化交流の拠点の整備を行うとともに、自由

貿易地域の拡充等による産業や貿易の振興、観光施策の新たな発掘と充実、亜熱帯の特性に配慮し、医療、環境、農業等の分

野を中心とした国際的な学術交流の推進とそれに伴う関連産業の振興等のプロジェクトについて沖縄県と共に検討を行い、沖

縄県が地域経済として自立し、雇用が確保され、沖縄県民の生活の向上に資するよう、また、我が国経済社会の発展に寄与す

る地域として整備されるよう、与党の協力を得て全力を傾注してまいります。 

私は、このような趣旨に沿った沖縄のための各般の施策を進めるために、特別の調整費を予算に計上するよう大蔵大臣に検

討を既に指示いたしました。 

また、内閣官房長官、関係国務大臣、沖縄県知事などによって構成される沖縄政策協議会（仮称）を設置し、沖縄に関連す

る基本施策について協議していただき、それを踏まえて政府として、沖縄に関連する施策の更なる充実、強化を図ってまいる

所存であります。 

重ねて、沖縄問題について国民の皆様の御理解と御協力をお願いするものであります。 

 

（５）沖縄に関する特別行動委員会の最終報告に盛り込まれた措置の実施の促進について 

平成８年 12 月３日 

閣議決定 

１．政府は、平成８年４月 15 日に日米安全保障協議委員会が了承した沖縄に関する特別行動委員会の中間報告を踏まえた本年

４月 16 日の閣議決定「沖縄県における米軍の施設・区域に関連する問題の解決促進について」に基づき、日米間で真剣な協

議を継続するとともに、所要の措置を講じてきたところである。 

 

２．昨日、日米両国政府は、日米安全保障協議委員会を開催し、特別行動委員会の最終報告を了承した。 

また、この最終報告に盛り込まれた措置に係る両国間の調整は、日米安全保障協議委員会及び日米安全保障高級事務レベ

ル協議で定められる方針に従い、普天間飛行場代替ヘリポート案件については日米安全保障協議委員会において設置が決定

された日米間の作業部会において、その他の案件については主として日米合同委員会においてそれぞれ処理されることとさ

れている。 

 

３．この最終報告は、沖縄県における米軍の施設及び区域に関する問題についての日米間の共同作業に一つの区切りを示すも

のであるが、ここに盛り込まれた措置について期限を踏まえつつ着実に実施していくためには、米国との整理が不可欠であ

るとともに、国内においても、引き続き政府全体が協力して、あらゆる努力を行っていくことが必要である。 

このような考え方の下、成功裡に結実したこの最終報告に盛り込まれた措置を的確かつ迅速に実施するため、法制面及び

経費面を含め、政府全体として十分かつ適切な措置を講ずることとする。 

 

（６）沖縄における基地問題並びに地域振興に関する決議 

（平成９年４月 22 日 衆議院本会議） 

本院は、本年５月の沖縄の本土復帰 25 年の節目にあたり、ここに改めて、長きに亘る沖縄の苦難の歴史に思いをいたし、か

つ、沖縄県民の筆舌に尽くし難い米軍基地の過重負担に対する諸施策が極めて不十分であったことを反省する。この際、沖縄

のこころをこころとして厳しく受けとめ、沖縄問題解決へむけて最大限の努力を払う決意を表明する。    

本院は、その決意に基づいて、政府に対し、沖縄が直面している諸問題の解決を図るため、引き続き米国との協議を通じ、

沖縄に関する特別行動委員会（ＳＡＣＯ）における合意事項の早期実現を期しつつ、在沖米軍基地の整理・統合・縮小・移転

等について全力で取り組む。また、アジア情勢の安定化のための積極的な外交努力を行い、二国間及び多国間安全保障対話を

推進すると共に「日米安保共同宣言」に基づきアジア・太平洋地域における米軍の兵力構成のあり方を含む軍事態勢について

日米間の協議を進めるよう求める。 

さらに、沖縄県の過去の歴史と伝統的な特性を維持しつつも、経済的かつ文化的に優れた国際交流拠点として、活力に満ち

あふれた真に魅力ある地域となるよう、地元の意志を十分に尊重しつつ、総合的かつ実効性のある大胆な改革を含めた沖縄振

興策を講ずるべきである。 

 

（７）沖縄問題の解決促進に関する件 

（平成９年 11 月 19 日 衆議院沖縄及び北方問題に関する特別委員会） 

昭和 47 年５月、沖縄が本土に復帰して以来、沖縄の経済社会は、本土との格差是正と自立的発展の基礎条件の整備を図るこ

とを基本目標としたこれまでの、三次にわたる国の振興開発計画の実施と県民の不断の努力とによって、総体としては発展し

てきた。 

しかしながら、本土復帰後四半世紀を迎えた今日、沖縄には今なお広大な米軍施設・区域が存在することに加え、生活・産

業基盤の面でなお整備を要する諸課題が山積し、その経済社会は依然として厳しい状況にある。 

そこで、政府は、沖縄問題を国の最重要課題の一つとして位置付け、今なお残る本土との各種の格差是正に一層努めるとと

もに、自然環境の保全に十分配慮しつつ、沖縄の自立的発展のため､｢沖縄政策協議会｣で集約しつつある諸案件を着実に推進し、

なかでも自由貿易地域の拡大及び必要な規制緩和等については、一国二制度的な大胆な改革を目指し、積極的に取り組むべき

である。 

また、沖縄に所在する米軍施設・区域が地域振興促進の阻害要因とならないようにするため、今後とも沖縄県民の意を体し

て、日米地位協定の運用をはじめ、基地の整理・縮小に最大限の努力を傾注すべきである。 

 

 



（８）普天間飛行場の移設に係る政府方針 

資料編５（８）「普天間飛行場の移設に係る政府方針」（402 頁）を参照。 

 

（９）日米地位協定の見直しに関する件 

（平成 13 年７月 10 日 衆議院外務委員会） 

本年６月 29 日に沖縄県北谷町で発生した在沖縄米空軍兵士が容疑者となっている女性暴行事件は沖縄県民に大きな不安と

衝撃を与え、国民も強い憤りを感じている。今年に入ってから沖縄での米兵による女子高生に対する強制わいせつ事件、連続

放火事件などの事件が相次いでいる。米軍は事件が発生するたびに再発防止、綱紀粛正、軍人等の教育などの対策を講じてき

たが、現状を見ると十分な効果があったとは言い難い。 

また、今回の事件において、日米両国政府の折衝の結果、平成７年の日米合同委員会合意に基づく運用改善により、起訴前

の被疑者の身柄引渡しが決定されたが、引渡しの決定まで相当の時間を要したことは国民の不信感を招くものであり、迅速な

引渡しが実施されるよう手続きを含め更なる改善が求められている。 

本委員会は、７月５日、沖縄県に委員派遣を行い、当該事件に関する実情等調査を実施し、関係者の意見を聴取したが、現

地における住民感情は非常に厳しく、沖縄県知事及び北谷町長からは事件・事故の再発防止のための実効性のある具体的な対

策と日米地位協定の抜本的見直しを求める強い要望があった。沖縄県からは昨年８月にも被疑者の起訴前の拘禁の移転、環境

条項の新設等 11 項目の日米地位協定の見直しが要請されている。 

政府はこれら地方自治体や住民の思いを真摯に受けとめねばならない。政府には、これら米軍基地に起因する様々な事件・

事故等から国民の生命、財産、人権が確実に守られるよう最善の策を講じる責任がある。 

よって政府は、沖縄県など在日米軍基地を抱える関係自治体等の要望を踏まえ、国民の基本的人権を保障している我が国の

法律を駐留米軍も尊重するよう、日米地位協定の見直しをも早急に検討し、事態の抜本的改善に取り組むべきである。 

 

（10）沖縄振興特別措置法案に対する附帯決議（衆議院） ※抜粋 

（平成 14 年３月 20 日 衆議院沖縄及び北方問題に関する特別委員会） 

政府は、本法の施行に当たり、次の諸点に留意し、今後の沖縄振興の推進に遺漏なきを期するべきである。 

 

一．広大な米軍基地の存在等、沖縄を取りまく経済社会情勢にかんがみ、県民が安心して安全に暮らせることが肝要であり、

米兵犯罪の根絶に努めるとともに、日米地位協定の見直しの検討をも含め、今後とも沖縄の負担軽減に全力を尽くして

いくこと。 

 

五．米軍施設・区域の整理縮小に引き続き取組み、その早期返還に努めるとともに、返還にあたっては環境に留意するよう求

めていくこと。 

 

（11）沖縄振興特別措置法案に対する附帯決議（参議院） ※抜粋 

（平成 14 年３月 29 日 参議院沖縄及び北方問題に関する特別委員会） 

政府は、本土復帰 30 年を迎える沖縄が、現在もなお厳しい経済社会情勢にあることにかんがみ、沖縄の特性をいかした産業

の振興や沖縄の長期的発展の基盤ともなるべき人材の育成等に重点を置いた取組を、沖縄県や民間セクター等とも連携して積

極的に進めるとともに、特に、次の諸点に配意して、適切な施策を講ずるべきである。 

 

七．米軍施設・区域の整理縮小と基地の環境問題に引き続き取り組み、その早期返還に努めるとともに、米兵による事件・

事故の根絶に努め、日米地位協定の見直しの検討をも含め、今後とも沖縄の負担軽減に全力を尽くすこと。 

 

八．沖縄における不発弾処理や旧軍飛行場用地など地元から強い要望のある戦後処理等の諸問題について引き続き検討する

こと。 

 

（12）在日米軍の兵力構成見直し等に関する政府の取組について 

資料編４（５）「在日米軍の兵力構成見直し等に関する政府の取組について」（364 頁）を参照。 

 

（13）平成 22 年５月 28 日に日米安全保障協議委員会において承認された事項に関する当面の政府の取組について 

平成 22 年５月 28 日に日米安全保障協議委員会において承認された事項に関する当面の政府の取組について 

（平成 22 年５月 28 日 閣議決定） 

１ 日米両国政府は、平成 18 年５月１日の日米安全保障協議委員会において承認された「再編の実施のための日米ロードマッ

プ」（以下「ロードマップ」という。）に示された普天間飛行場代替施設について検討を行い、ロードマップに一部追加・

補完をし、ロードマップに示された在日米軍の兵力構成見直し等についての具体的措置を着実に実施していくことを再確認

した。 

これに伴い、「在日米軍の兵力構成見直し等に関する政府の取組について」（平成 18 年５月 30 日閣議決定）を見直すこ

ととする。 

   

２ 日米安全保障条約は署名 50 周年を迎えたが、特に最近の北東アジアの安全保障情勢にかんがみれば、日米同盟は、引き続

き日本の防衛のみならず、アジア太平洋地域の平和、安全及び繁栄にとっても不可欠である。このような日米同盟を 21 世紀

の新たな課題にふさわしいものとすることができるように、幅広い分野における安全保障協力を推進し、深化させていかな

ければならない。同時に、沖縄県を含む地元の負担を軽減していくことが重要である。 

このため、日米両国政府は、普天間飛行場を早期に移設・返還するために、代替の施設をキャンプシュワブ辺野古崎地区

及びこれに隣接する水域に設置することとし、必要な作業を進めていくとともに、日本国内において同盟の責任をより衡平

に分担することが重要であるとの観点から、代替の施設に係る進展に従い、沖縄県外への訓練移転、環境面での措置、米軍

と自衛隊との間の施設の共同使用等の具体的措置を速やかに採るべきこと等を内容とする日米安全保障協議委員会の共同発



表を発出した。 

 

３ 政府としては、上記共同発表に基づき、普天間飛行場の移設計画の検証・確認を進めていくこととする。また、沖縄県に

集中している基地負担を軽減し、同盟の責任を我が国全体で受け止めるとともに、日米同盟を更に深化させるため、基地負

担の沖縄県外又は国外への分散及び在日米軍基地の整理・縮小に引き続き取り組むものとする。さらに、沖縄県外への訓練

移転、環境面での措置、米軍と自衛隊との間の施設の共同使用等の具体的措置を速やかに実施するものとする。その際、沖

縄県を始めとする関係地方公共団体等の理解を得るべく一層の努力を行うものとする。 

 

（14）沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議 

（平成 24 年３月 21 日 衆議院沖縄及び北方問題に関する特別委員会） 

政府は、本法の施行に当たり、沖縄県及び市町村が駐留軍用地跡地の利用推進のための公共事業を行う際には、過大な地 方

負担を生じさせることのないよう、適切な措置を講ずること。 

 

（15）沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議 

（平成 24 年３月 28 日 参議院沖縄及び北方問題に関する特別委員会） 

政府は、本法の施行に当たり、沖縄県及び市町村が駐留軍用地跡地の利用推進のための公共事業を行う際には、過大な地方

負担を生じさせることのないよう、適切な措置を講ずるべきである。 

 


